　　　ニセコ町子育て支援活動サポート事業補助要綱

（目的）
第1条　この要綱は、ニセコ町子ども・子育て支援事業計画に基づき、ニセコ町内におけるきめ細かな子育て支援活動を行う団体をサポートし、地域ぐるみで子育てを支える体制の向上を図ることを目的とする。
（対象団体）
第2条　この事業の対象となる団体は、ニセコ町内を拠点として児童及びその保護者を対象とした子育て支援活動を行っている団体であり、次の各号のいずれにも該当するものとする。
　(1)　団体の構成員が3名以上であること
　(2)　継続的な活動実績があり、今後も継続的に実施する活動計画があること
　(3)　代表者、組織及び運営に関する事項を定めていること
　(4)　活動を広く周知し、実施していること
2　前項の規定にかかわらず、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団体、政党活動、宗教活動及び営利活動に関わる団体は対象としない。
（サポート対象の活動）
第3条　子育て支援活動サポートの対象となる活動は、次の各号に該当するものとする。
(1)　子育て中の親子の交流、子育てに関する学習・相談・情報交換、子どもの居場所の提供、衣食住などの生活支援、その他子育て支援に関する活動
(2)　子育て支援活動を実施するために必要な研修の受講、指導者の養成、その他団体の継続的な育成を目的とした活動
(3)　前2号に掲げるもののほか、教育長が適当と認めた活動
2　前項第2号の活動は、1団体につき3回を超えてサポートの対象の活動とすることができない。
（サポート事業の応募）
第4条　子育て支援活動サポートを希望する団体は、子育て支援活動サポート事業申請書（別記様式）に次の書類を添えて教育長に提出しなければならない。
(1)　第2条第1項各号に該当していることが確認できる書類
(2)　収支予算書
(3)　その他必要な書類、説明資料
（サポート事業の決定）
第5条　教育長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容について審査を行い、子育て支援活動サポートの可否について団体に通知するものとする。
（補助金の額）
第6条　補助金の額は、第3条に規定する活動の実施に要する経費の3分の2以内で、次の各号の金額を上限とし、予算の範囲内で補助するものとする。ただし、教育長が特別に認めた場合はこの限りではない。
(1)　第3条第1項第1号又は第3号に規定する事業　5万円
[bookmark: _GoBack](2)　第3条第1項第2号に規定する事業　15万円
（補助金の交付申請等の手続き）
第7条　補助金の交付申請等の手続きは、ニセコ町補助規則（昭和52年規則第3号）によるものとする。
(調査及び報告)
第8条　教育長は必要に応じ、補助金の交付を受けた団体の事業の内容について調査をし、又は報告を求めることができる。
(その他)
第9条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

　　附　則
　この訓令は令和4年4月1日から施行する。


別記様式（第5条関係）
年　　月　　日

　ニセコ町教育委員会　様

住　　所
団 体 名
代表者名　　　　　　　　　　　　　印

　　　ニセコ町子育て支援活動サポート事業申請書

　ニセコ町子育て支援活動サポート事業を受けたいので、下記のとおり申請します。

記

１　申請額　　　　　　　　　　　　　　円（①×2/3）
　　　　　　　事業費　　　　　　　　　円
　　　　　　　　うち補助対象　　　　　　円①
　　　　　　　　　　補助対象外　　　　　円

２　事業概要（別紙のとおり）

３　添付書類
　　(1)　要綱第2条第1項各号に該当していることが確認できる書類
(2)　収支予算書
(3)　その他必要な書類、説明資料


別紙
子育て支援活動サポート事業企画書
年　　月　　日記載
	1 団体名
	

	2 所在地
	

	3 代表者名
	
	設立年月日
	年　　月　　日

	4 会員数
	
（うちニセコ町民　　名）
	会費
	

	5 会の活動目的
	

	6 これまでの活動
内容
	




	7 実施事業名
	

	8 実施予定期間
	　　年　　月　　日　～　　　年　　月　　日

	9 実施場所
	

	10 補助要望額
	

	11 事業目的
	



	12 事業内容
	年月日
	内容（具体的な事業プラン）※別紙可

	
	





	

	13 概算交付の有無
	有　・　無

	14 概算交付申請額
	（概算交付希望の場合）　　　　　　　　　　円

	15 概算交付の時期
	（概算交付希望の場合）　　　年　　月　　日頃

	16 概算交付を必要
　とする理由
	（概算交付希望の場合）



